
区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

障がい名 実施曜日 実施時間

事業所名

事業所の特長

平成28年度

相談支援専門員４名（内訳　常勤２名・非常勤２名）・・・　管理者兼相談支
援専門員１名（常勤の視覚障がい者）、相談支援専門員３名（常勤の軽度障が
い１名・非常勤の電動車いす１名・非常勤の非障がい者１名）。職場介助者・
事務職員2名（非常勤）。

相談室

事業所名称 自立支援センターOSAKAぽらんぽらん

電話番号 06-6649-0421

浪速区障がい者相談支援センター

実施曜日 月～金
実施時間 9:00～17:30

同一場所で実施
しているその他
の事業

居宅介護（3F）、生活介護（1F）、居宅介護支援（２F）

実施法人で実施
しているその他
の事業

事務室

月曜～金曜 9：00～17：30

常勤職員

145.96㎡

19㎡

障がい名 実施曜日
全障害（身体・知的・精神・重複・難病等）

法人名称 特定非営利活動法人　日常生活支援ネットワーク
法人所在地 大阪市敷津東3-6-10

当事者性を重んじてスタッフが相談・カウンセリングに応じている。当事者と
して同じ目線で話を聞ける。他区から断られたケースの相談も引き受け孤立を
防いでいる。季節ごとに障がい者の方が地域の方と触れあうイベントを行い、
繋がり作りを重視している。

非常勤職員
専任 兼務 専任

実施時間

０　相談支援事業所の概要
０－１　実施状況について

０－２　事務室等について

０－３　職員の状況

０－４　職員の勤務体制

０－５　ピアカウンセリングの実施状況

事業所所在地

平成28年度

その他

2人

平成28年度

平成28年度

大阪市敷津東3-6-10

平成29年度

平成28年度

放課後等デイサービス・児童発達支援

平成29年度

専任 兼務
2人

平成29年度

変更又は改善内容

平成29年度

■　専用
■　専用

□　共用
□　共用

□　専用

兼務

□　専用 □　共用□　共用

□　専用 □　共用
□　専用 □　共用

平成29年度
常勤職員 非常勤職員

専任 兼務
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

１－０　理念・基本方針
情報社会と呼ばれる社会の中にあっても、制度や法で保証されているはずの「福祉」について、どこ
で何を言いにいけばいいのか知らない、どんなものがありどう使えばいいのか、そして自分の人生そ
のものを他人の手にゆだねて生きている感の障がい者の現状と問題は依然として続いているというの
が、当センターのこれまでの活動を通した実感です
もっと身近なものとして自分達の「生活」や「福祉」を取り戻しうまく活用し、一人一人が持ってる
パワーを引き出すことで、よりいっそう多くの障がい者が、町の中へ飛び出して体験したことを生か
し、交通機関や町の構造・制度・法を暮らしやすく使いやすいものに変えていくことができるという
私たちの理念を、目的でありまた効果とした。
　自立支援センター・OSAKAぽらんぽらん（浪速区障がい者相談支援センター）は、障がい者自身の声
を生かした介助派遣サービスをしてきたこれまでの活動の実績と経験を踏まえ、在宅福祉サービスの
利用援助や社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援・ピアカウンセリングや介助相談および
情報の提供を総合的に行う大阪市障がい者生活支援事業を受託し、障がい者やその家族の地域におけ
る生活を支援し、障がい者の地域自立と社会参加を図っていくことを目的として、障がい者相談支援
事業部を運営してきた。

事業実施効果としては、以下の諸点が考えられます。
・ 長年自立生活を営んできたピアカウンセラー等の障がい当事者スタッフが、自らの経験を踏まえ
個々の状況に応じた的確な相談及び行政制度や社会資源の活用などの情報提供等を行える。
・ 諸機関の紹介を含め、障がい者支援に取り組む他機関・団体等との連携と協力をすることにより広
範囲の中から選択肢が生まれ自分にあったサービスを選択できる。
・ 他の障がい者の状況を掴み意欲と生活力が高まり、地域においてその人らしい自立と社会参加を促
している。
・ また障がい当事者が相談に乗り情報を提供する事で、心情や障がい者がおかれている状況を客観的
にみる事ができるようになる。
・ 障がい者の社会参加に家族の理解が生まれ、社会資源の有効な活用を促す事で、不安や負担も軽減
できる。
・ 専門分野（医療機関・旅行・福祉機器）相談には、嘱託配置をし協力体制を作っていることでス
タッフの知識不足を補い、幅の広い相談にも応じられる。
等々です。

平成28年度１　事業運営全般 平成29年度
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）
平成29年度

毎月のミーティングのほか、必要に応じ、随時会議を行い、研修報告会も、行ってい
けるよう、努める。

4

4
他機関・事業所の繋がりを強化し、指定特定相談については、選定依
頼を受けて、他事業所と連携しながら、委託相談として、対応できる
ケースには、委託事業として関わるなど、地域における役割を担える
よう、努めていきたい

評価点

4

b

平成28年度１－１　運営体制

委託期間全体を通じた計画
を踏まえて年度ごとの事業
計画を策定している。

4
前年度で立てた取り組みの中で、他機関との連携を主に支援を行うこ
とは達成できてきた。また相談ケースを丁寧に対応していく事や、書
類整理を過去分や現在の進捗状況の管理及び書類全体の精査活動を行
い、引き続き改善に取り組んだ。

事業の理念・基本方針を実
現するための具体的な取組
みを示すものとして、委託
期間全体を通じた計画が定
められている。

１－１－①　事業運営の評価

a

今年度も総会で受けた評価をもとに事業計画の見直しをしながら次期
計画に反映している。

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

今年も5月末に法人の定期総会において中長期計画を基に策定した総括
と方針（事業計画）を共有している。また状況の変化に応じて毎月の
会議の中でそれらの進捗状況や妥当性について点検している。

毎月２回ミーティングで議題を決め、必要であれば随時会議を行う。
外部研修や会議に行った場合、報告書を作成し、報告会を行い皆に共
有する場を設ける。

4
総会で高い評価を受けた、他機関・事業所との繋がりを強化すること
を継続して行い、計画相談と委託の相談が増えていく中内部の連携
（書類のチェックや作成・担当者がいなくても対応できるよう）も
行っていけるように反映しました。

今年度も同じく４月～６月ににかけて前年度の事業実施の評価や反省
点を踏まえた事業計画（指定一般・指定特定・指定障がい児相談）を
策定している。

定期総会において、策定された中長期計画を共有し、状況の変化に応じては、毎月の
会議で、進捗状況と妥当性について確認している。研修に参加した際の情報共有の機
会を設けることは、困難だった。

4

今年度も総会で受けた評価をもとに事業計画の見直しをしながら次期計画に反映して
いる。相談ケースの書類整備（チェックを含む）内部の連携にも力を入れてきた。

c
事業の評価の結果は、次期
計画に反映している。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

4

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

3

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

今後も同じように、障がい者の自立にむけて、支援していく。

理解が、難しい障がい者には、かみ砕いて、情報提供を行い、相談内
容をききながら、メリットや、デメリットも伝えつつ,自己決定できる
よう、支援している。また、各機関を利用する際には、見学するなど
して、本人が、自ら家定できるよう、促している。

１－２　適切な相談支援の実施
１－２－①　自己決定の尊重

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

障がいに応じたコミュニケーションの方法を用いて、文字盤や、筆談
のほか、ゆっくりと聞いたり、話したりして、相談者の対応に、心が
けた。

4

評価点

4

評価点

今後も、引き続き、自己決定していけるよう支援していく

4

平成29年度
評価点

4

平成28年度

今後も、同じように、円滑なコミュニケーションが、図れるようにし
ていく。

a

様々な障がい（言語・聴覚・身体・知的・精神）の方が、自分の考え
や気持ちを伝え、自己実現できるように、支援していく

今後も、引き続き、本人の意思を尊重した支援になるよう、障がい者
のコミュニケーションを大切にしていく。

相談支援を進めるにあたっ
ては、常に利用者のエンパ
ワメントが図られるよう努
めている。

4

3

１－２－③　コミュニケーションに関する配慮

意思伝達に制限のある人の場
合、他機関職員との連携や、
本人が信頼できる知人、代弁
者、手話通訳者等を受け入れ
るなど、コミュニケーション
を行う環境に配慮して、その
人の意思や希望をできるだけ
正しく理解しようと努力して
いる。

手話や点字、筆談、映像を
利用するなど、その人に
合った個別のコミュニケー
ション手段を検討し、それ
に基づく対応を行ってい
る。

a

必要な情報を理解できるよ
うに提供するとともに、体
験、経験する機会を設ける
など利用者が主体的に自己
決定するための条件整備に
努めている。

評価点

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

障がいを持つ人のペースに合わせ、本人のやる気をひきだしながら、
見守り、支援を行っている。本人が、自信をもって、とりくめるよう
に、必要に応じ、助言を行いながら、経験を増やしていけるよう、努
めている。

１－２－②　エンパワメントの重視

a

4

c

重度障がいをもつ方については、その方固有のコミュニケーション方
法（表情を読み取るなど）して、意思確認し、また、数回にわけて、
本人の様子と関わりのある人から、情報を得るなどして、対応

うまく考えや気持ちが表現できない人の場合、ヘルパーや保護者・通
訳者の同席を受け入れ、より、本人のニーズが、確認できるよう努め
ている。

b

一度の面接では意思確認等
が困難であるような、著し
く意思伝達に制限のある人
の場合、日常的な関わりを
通じて、その人固有のコ
ミュニケーション手段やサ
インの発見と確認を心がけ
ている。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

4

人権侵害が、疑われた際には、スタッフ全員で、情報共有を図り、対
策等を話し合い、その解決のために、積極的に対処している。また関
係機関との連携を図り、適切な対応をしていく。

１年間は、相談支援センターに通報された虐待ケースはありませんで
したが、区役所をはじめとする関係機関との連携を図り、適切に対応
していく。

今後も、同じように、努めていく

評価点

4
今後も、人権侵害や差別の認識を持ちながら、本人の置かれている状
況を解かりやすく説明するなどして、また、関係機関等との連携も図
りながら。支援を行っていく

人権侵害が疑われるケースは、少なかったが、相談（利用）者が、日々の人間関係に
おいて、不安になることが、あり、その都度、本人のエンパワメントを発揮できるよ
う、傾聴と助言を心がけ、背中を押した。本人からの訴えでは、状況把握が難しかっ
た場合、関係機関に連絡を入れ必要な状況把握に努めた。

虐待が、疑われた際は、関係機関と連携し、適切な対応をしていく

うまく、気持ちや、状況を伝えることの出来ない障がい者に対して
は、調査に同席し、ニーズを調査員に伝えるなどしている。事業所と
のやり取りにおいては、一緒に文章をまとめるなどして、本人の要望
を本人が本当に望むことを整理して、事業所にも、理解してもらえる
よう対応。

正式に虐待案件として受理したケースはないが、疑われるケースは事
実確認のための情報収集等の対応を行った。

相談支援を進めるにあたっ
ては、常に利用者の立場を
擁護し、ニーズ表明を支
援・代弁することにより、
問題解決力や様々な支援を
活用する力を高めていける
ような支援に努めている。

b

人権侵害が発生した場合に
はその解決のために積極的
に対処している。

虐待が危惧される場合は、
関係行政機関と連携し適切
な対応を行っている。

１－２－④　権利擁護

4

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

今後も引き続き、本人にとって、なにが最良、最適なのか、考慮しな
がら、支援にあたっていく。

4

4

a

評価点

c

4

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

引き続き情報を収集・共有に努め、早期発見機能を高めていく。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

関係機関・事業所等の情報を通して把握している。

協働する関係機関や関係団
体等が増え、連携が深まっ
ている。

b

平成28年度
評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4
今後も関係機関、団体との交流の場を増やすように努めていく。

4

本会において参加団体・企業がお互いをより知ることによって、交流を深めるため
に、参加団体への訪問し事業紹介・見学会を計４回実施した。また見学を受け入れる
団体に相談支援センターと区役所が事前に訪問して打ち合わせを行うなど、準備段階
においても改善をおこなった。その結果、前年度と比べて本会の参加者が増えた。

障がい者支援機関のみなら
ず地域の福祉・労働・教
育・保健医療機関と定期的
な会議を開催する等によっ
て、ニーズの把握に努めて
いる。

a

担当区域の地域自立支援協
議会に積極的に参加し、
様々な取組みを提案するな
ど、協議会の活性化に努め
ている。

自立支援協議会において新しい部会（計画相談支援・児童）がスター
トし、連携しやすい環境が整ってきている。また就労系部会の発足を
目指している。

評価点

ヘルパー事業所部会の開催は２回にとどまったが、第二回において区内の全ヘルパー事業所に参加を呼びか
け、相談支援事業も加わって、現場における課題について意見交換を行った。またその中で、就労系事業所部
会を求める声も上がり、次年度に向けた新しい方向性を得た。今後、どう各事業所の関心に応える共通のテー
マを設定していくかが課題。

前年度からの目標であった相談支援事業所部会を意見交換会を経てスタートした。困難事例検討や実務などに
ついて情報共有などを行った。また区内の放課後等デイサービスの連絡会などにも協議会に参加していただく
ことになり、部会活動の幅を広げた。

１－３　地域・他機関との交流・連携

b

4

アウトリーチ活動に取り組
むことにより、ニーズの把
握に努めている。

4

１－３－②　地域の障がい者の状況把握

c

ヘルパー事業所部会は今後はPR紙を創るなど、公的な発信を行う。また部会を定期化
し、協議会本会・各部会・各事業所との連携と協働を深める。

地域の町内会の行事に参加したり、居宅事業所・施設などの訪問を行
い相談支援センターの認知度を高め、関係づくりや課題把握に努めて
いる。

評価点

4

4

4

a

4

相談者に限らず、地域の障
がい者を取り巻く状況や課
題はおおむね把握できてい
る。

平成29年度
評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

就労系事業所の意見交換会を定期的に開催した。また各事業の合同部
会を開催し、地域における事業所のネットワーク、コミュニティの必
要性、意義を確認した。

4

4
区社協による2か月ごとの浪速区社会福祉施設連絡会に参加。各地域の施設や団体と
ともに連絡を図るととともに、防災時の地域の中に一区民として暮らす、障害当事者
側からの避難所での生活（障害種別により必要とする備品や「環境等）を提案してい
る。

１－３－①　他の関係機関との連携

支援者とのつながりはあっても、地域とのつながりは弱いので、引き
続き地域とのつながりを強化していく。

前年度に引き続き、本会において、就労系事業所の見学会を開催した。見学会を通じ
て、参加団体の定着、交流、理解を進めた。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

b

民生委員、地域ネットワー
ク委員、ボランティア団体
などを把握している。

4

１－３－③　地域の社会資源の把握

4

a

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

駅や図書館、スポーツセン
ターなどの公共施設や、金
融機関や飲食店、商店など
の民間施設、障がい者用ト
イレやエレベーター等の設
備の情報を収集している。

引き続き情報収集に努めていく

職業訓練系学校の担当者と面談し、情報収集を行った。

4

4
更なる把握に努める。

各事業所ごとのサービス内容（泊まり介助、重度訪問介護、居宅介護、就労支援、生
活介護、児童ディサービス、ショートステイ、イベント情報）のパンフレット・リー
フレット、案内等を整理し、当センターにも開示。利用者のニーズに対しても、他区
の相談支援センターにも対応可能なようにしている。

区や協議会の関係者と連絡を図り把握に努めた。

より使いやすい形に関係機関に関する情報を整理していく。
4

より使いやすい形で、同時にわかりやすく関係機関等の情報を整理している。また関わりが強い事業所間では連絡や連携を図り、情報交換を実施している。

4
引き続き情報収集に努めていく

関係者や利用者の相談内容を通じて、地域のバリアフリー情報を収集
している。

4

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

c

d

障害当事者スタッフを中心に、地域のバリアフリー情報の収集を行っ
ている。

4
今後も浪速区社会福祉施設連絡会に参加しつつ、連携を強化してい
く。

サービス提供事業所や専門
相談機関を把握している。

学校園・ハローワークなど
関連機関の情報を収集して
いる。

差別解消法の施行に伴い、より広く情報を収集し、利用者に情報を還
元していく。

各事業所のパンフレット・リーフレットを整理し、利用者のニーズに
対して応えられるようにしている。

支援学校等の見学会に参加。卒業後の就労支援や進路の状況収集を実
施。ただ現状、ハローワーク（一般就労）へ至る内容は極端に少な
い。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

区内の相談支援事業所の増加を踏まえ、相談支援事業所部会を立ち上
げ、ヘルパー事業所をサポートする体制整備に向けて前進した。

a

１－３－⑤　支援困難事例への積極的な対応

１－３－⑥　地域住民への周知・啓発的活動の実施

障がい者相談支援センター
は、自らの役割について地
域住民に対して積極的な周
知を図っている。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

a 4
区にどんな社会資源が必要かを各事業所が抱える課題の検討を通し
て、本会・各部会として協力して掘り下げる。

今後も関係各機関と連携し、適切に対応。
5

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

評価点
福祉サービスの利用援助が増えていく中で、困難事例がみられる状況がある。28年度
は薬物等により服役経験のある精神障がい当事者の支援を6月以降、年度通じて行っ
た。担当相談員のみならず、相談員全体で、ピアカウンセリング・行政手続き・福祉
サービスの利用援助・人間関係のサポート等々を行った。また他市から転居してきた
精神の方の希死念慮等の対応。入院支援等を行った。

評価点

地域の清掃や自治会などの会議などに参加したり、イベントがある時
は毎回近くの飲食店やコンビニにチラシやポスターを張ってもらって
いる。

毎年行っているイベント(花見・収穫祭・クリスマス会）も含め、自立
支援協議会主催で防災訓練を行い、地域の方と障がい者の方が一緒に
参加できる機会を設けた。

評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

１－３－④　社会資源の改善・開発に向けた取組み

既存のサービスの活用だけ
ではなく、既存の社会資源
の「改善」や新たな社会資
源の「開発」に向けて取り
組んだ。

各種イベント(花見・収穫祭・クリスマス会）の開催を実施。地域の学
校や大学への講師等の啓発活動を実施。エレベーター設置の啓発行動
を実施。

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

前年度と同じくイベントのある時は地域の各関係団体や施設連絡会で
チラシやポスターを配布させてもらったり、掲示させてもらう機会を
つくり関係性を築くきっかけとなるよう行っている。

3
前年度と同様に地域の行事うイベントに参加し周知に努める。各団体
や地域の会合での周知を行い、よりよい関係性を図れるように努めて
いく。SNS等による情報発信の強化も課題である。

4

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

a

前年度と同様の内容に加えて、定期的に知的の方が来訪されるように
なり、傾聴や生活力を高める支援を実施。

b

地域住民との交流や講演会
の開催等を通じて、障がい
者が地域で共に生きていく
意義をはじめ、啓発的活動
に積極的に取り組んでい
る。

4

評価点

多問題を抱えた事例や、問
題が長期にわたって継続
し、解決の糸口を見つける
ことが困難な事例など支援
困難事例への対応を積極的
に行っている。

5

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

評価点

4

4
前年度同様、地域の行事やイベントに参加して、周知に努めた。また
新たに「障がいヘルパー事業所部会」の中で周知を行った。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容
１－４　その他の取組み

レクリエーション活動を２８年度も引き続き実施
●趣旨と目的
　毎年日帰りや宿泊を伴うレクレーション、ライブ形式の音楽会を実施。それぞれ３０名～１００名
の参加者あり。町のバリアフリー化に伴い外出する障がい者は増えて来ているとはいえ、まだまだト
イレやエレベーターや段差などの設備、家族や施設の都合、制度の制限や人の偏見などで外出するこ
とは難しい状況は変わらない。障がい者一人ひとりが活き活きとした生活を送るにあたり外出は必要
不可欠と考え集いの場を提供している。

●計画
　☆日帰り・宿泊を伴う企画・大阪市を含む大阪近隣都市での実施。・行き易さより行きたい場所を
選ぶ・公共交通機関を利用（公共交通機関では行けない場所や電車バスの利用が困難な方に関しては
リフト車を起用する）・安全に考慮しボランティアを募る・障がいの種別、程度に関わらず参加者を
募る・低価格での設定・関係団体の機関誌などで広報をお願いする
☆ライブ形式の音楽会・障がいの種別、程度、有無に関わらず参加者を募る・誰もが行きやすい場所
での実施・安全に考慮しボランティアを募る・プロアマ問わずアーティストに依頼する・低価格での
設定・関係団体の機関誌などで広報をお願いする

●効果と必要性
・様々な障がい者が参加することで普段の人間関係とは違う関係性ができ協調性を養う効果を期待す
る。また障がい児童の保護者に先輩障がい者の姿を見てもらうことで将来の不安感を軽減し自信につ
なげる効果もあると考える・複数の企画に参加することによって親との距離感がとれ、生活の幅を広
げ自立心を養う効果が期待される・年齢や障がい共に幅広い参加により障がいへの総合理解が期待さ
れる・障がい者が外出することにより町のユニバーサルデザインの意味を障がい者自らが検証し、改
善を求めてる機会となっている。またその事は障がい者の権利擁護へとつながっている。・入所施設
の利用者の外出支援となっている。
＊当センターで実施するレクレーションは障がい者に自信を持ってもらい、自分らしい生活を送って
行く上で必要であると考える。

●人権講座
毎年行っている。当センターが中心に企画しているイベントを通じて、地域の方と障がい者の方が一
緒に交流する機会を設けて、啓発に努めた。また人権講座を開催し、不特定多数の市民に対しての上
映会や障がい当事者を講師とした講演会を行い基本的人権を学ぶ機会を提供している。

●ＩＬＰ(自立生活プログラム）
新しい取り組みとしてＩＬＰ（自立生活プログラム）の企画を行った。最重度障害者で話ししたいの
に意思表示がヘルパーや親に伝えづらくて悩みやもどかしさを抱えている方を対象に募集した。応募
が来たのが20代男性と10代男性の2名。平成28年6月～平成29年6月を活動期間として設定。偶数月の第
2木曜に13時から17時で開催。最重度障害は喜怒哀楽や意思を持っているにもかかわらず、周囲から、
「何か言っているが、分かりにくいからもういいだろう？」、「どうせ、なにもわからないからいい
だろう？」いう態度で通り過ぎる現実がある。
当事者も「そうではない！こういう事が言いたいのだ」と話したいに関わらず、会話の手段が見つけ
られないから自分の意思や要望をヘルパーや家族に伝えることが出来にくい人が増えて、非常に大き
な精神的にストレスを感じている現実がある。当事者とともに「親とヘルパー一方通行なコミュニケ
ションではなく、当事者が誰でも意見や要望を発信しやすくする方法を考えていきたい」という趣旨
で開催。テーマは第一回「意思表示の確認」　第二回「好きなことを伝えよう」　第三回「飲食の楽
しみ方」　第四回「ヘルパーとの付き合い方」
成果として、10代男性の意思表示の仕方に変化があった。ＮＯという意思表示だけでなく、ＹＥＳと
いう意思表示が明確になった。

平成28年度 平成29年度
レクリエーション活動を２９年度も引き続き実施。
●趣旨と目的
　日帰りや宿泊を伴うレクレーション、ライブ形式の音楽会を実施。それぞれ４０名～１００名の参
加者。大阪市内の地下鉄や交通費間のバリアフリー化に伴い、外出する障がい者(特に手動車椅子や電
動車椅子での単独乗車)も増えて来ている。反面、地域の飲食店等のトイレやエレベーター、段差など
の改善が少ない。また家族との同居や施設入所の都合、制度の制限や時間制限、人の偏見などで外出
することが難しい状況は変わらない。障がい者一人ひとりが、活き活きとした生活を送るに延長での
外出は必要不可欠と考え、イベント等で外出する機会やきっかけを提供している。

●計画
　☆日帰り・宿泊を伴う企画・大阪市を含む大阪近隣都市での実施。・行き易さより行きたい場所を
選ぶ・公共交通機関を利用（公共交通機関では行けない場所や電車バスの利用が困難な方に関しては
リフト車を起用する）・安全に考慮しボランティアを募る・障がいの種別、程度に関わらず参加者を
募る・低価格での設定・関係団体の機関誌などで広報をお願いする
☆ライブ形式の音楽会・障がいの種別、程度、有無に関わらず参加者を募る・誰もが行きやすい場所
での実施・安全に考慮しボランティアを募る・プロアマ問わずアーティストに依頼する・低価格での
設定・関係団体の機関誌などで広報をお願いする。

●効果と必要性
・様々な障がい者が参加することで普段の人間関係とは違う関係性ができ協調性を養う効果を期待す
る。また障がい児童の保護者に先輩障がい者の姿を見てもらうことで将来の不安感を軽減し自信につ
なげる効果もあると考える・複数の企画に参加することによって親との距離感がとれ、生活の幅を広
げ自立心を養う効果が期待される・年齢や障がい共に幅広い参加により障がいへの総合理解が期待さ
れる・障がい者が外出することにより町のユニバーサルデザインの意味を障がい者自らが検証し、改
善を求めてる機会となっている。またその事は障がい者の権利擁護へとつながっている。・入所施設
の利用者の外出支援となっている。
＊当センターで実施するレクレーションは障がい者に自信を持ってもらい、自分らしい生活を送って
行く上で必要であると考える。

●人権講座
毎年行っている。当センターが中心に企画しているイベントを通じて、地域の方と障がい者の方が一
緒に交流する機会を設けて、啓発に努めている。。また人権講座を開催し、不特定多数の市民に対し
ての上映会や障がい当事者を講師とした講演会や障碍者の人権をテーマとした映画上映会を行い基本
的人権を学ぶ機会を提供している。

●ＩＬＰ(自立生活プログラム）
2016年度からの第一期に続き、ＩＬＰ（自立生活プログラム）の企画を行った。最重度障害者で話し
したいのに意思表示がヘルパーや親に伝えづらくて悩みやもどかしさを抱えている方を対象に実施。
第一期（平成28年6月～平成29年6月を活動期間）終了後、2017年8月から2018年3月までの、担当者1名
と前期からの参加者2名で月2回個別で計10回実施。結果としてはこのことにより個人の能力を高める
ことになった。
意思表示の選択肢を細かく設けることや「エア文字盤」のレクチャーを行った。当事者が自分が伝え
たいとき伝えたい意思を周囲にいかにするかという課題が明確になってきた。
2年間の実施の中で、周囲から「この人、意思がわからないので、なんとなく接していた」と思われる
が、二人のの当事者とも少づつ自分から意思を伝えていこうと日常的に努力するように変化してきて
いる。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

平成28年度 平成29年度

福祉
サービス

社会資源
社会
生活力

ピアカン 権利擁護 専門機関 その他 計
福祉

サービス
社会資源

社会
生活力

ピアカン 権利擁護 専門機関 その他 計

利用登録者

0

0

940

3 5 31 2 2 0 1

0

26 37 4

0 0

利用登録者

それ以外

利用登録者

それ以外

利用登録者

それ以外

それ以外

149 40 4 0 9

利用登録者

26

14

0

73

0

0

0

87

0

0

0

28

0

98

0

5

0

合計電話相談

4 9

0

265

265

0 0

0

5

0 0

0 0

0

37

3
利用登録者

それ以外

それ以外

1

0 0 0 0

0

訪問相談 その他

0

10 12 45 27 1 0

来所相談
0

2 1

0 0

0 0

0

0149 17

176 件

4 9

1 件

総合計

0

利用登録者

視　　覚
それ以外

身体障がい

聴　　覚

肢　　体

内　　部

計

合計

そ の 他

重複障がい

障がい児

精神障がい

知的障がい

難　　病

利用登録者

それ以外

合計その他電話相談 来所相談 訪問相談

48 件

0

4 19

利用登録者

それ以外

利用登録者

それ以外

2

当年度登録解除者数

0

0

前年度末の登録者数

13

15

0

0

13

0

15

2

3

0

128

0 1

3

0 5 0

2

0 0

知的障がい 精神障がい

9 10

0 0

0

44

0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 6 0 0 12

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

19 件 244 件

②相談の実施方法

２－２　相談支援内容

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

聴　　覚

障がい種別

計

0

0

9 0

0

0

54

0

前年度末の登録者数

利用登録者

それ以外

利用登録者

それ以外

そ の 他

0

0

00

①利用登録者(継続支援対象者)の実人数（指定相談支援を除く）

0 0 0

17

0 0

0

重複障がい 0

1

内　　部

２－１　継続支援対象者数

13

1

0 0 0 0 0

8

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

128 8 1

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

肢　　体

0 0 0

身体障がい

２　日々の相談支援業務

0

0

精神障がい

0 0 0 0 0

0

視　　覚

0

0 0 0

9

0 0

0 0

00 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

知的障がい

0 00

27

0

15

2

平成28年度

難　　病

0

0

当年度新規登録者数 当年度末登録者数

15

0

0

当年度新規登録者数

2 0

69 人 155 人31 人

2

0

0

3

0

1 4 0 0 4

0 0 0 0

精神障がい その他

0 0

0

0

0

0 13

2

0 0

当年度登録解除者数 当年度末登録者数

169 件

161 人56 人

0 0 0

身体障がい

0 2

0

0

0

0

0

1

53 人 52 人

0

0

5

21 人

0 1 0 0 0 5

0 0 0

31

53

0

0 人

1

0 0

0

00

0 0 0 0

0

0 0

①延べ相談件数

②指定特定相談支援を実施した実人数

合　　　計

障がい児

0 0 0 0 0

4

0

0

1

0

47 0

1

0

その他 計

0 5

0 0

0

1

6

0

0 0

0 0

0

27

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 1

0

37

0

0

0

21

0

33

0

2

4 件

1

0

6 0

2

0

0

0

0

0 27

0 0

0 6

0

0 0

0

知的障がい

0

6

00 0 0

平成29年度

27

0 0

計身体障がい

19 件 128 件 18 件

34 人

2

0 0 0 0

69

0

167

167

31

0

0

1

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

1 16 4 0 0 0

0 1 28 3

0

0

0 1 30 0 0

0

0

5

0 0 0 0 0

0

0

3 0

0

6

0 0

5

0

3

0 0

0 0 5 0 0 0 0

0 0 0

0 0
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

平成28年度２－３　日々の相談件数の分析

平成２８年度は、浪速区の地域性と大きく関連するケース①(覚せい剤で繰り
返し累犯。精神障がいの方で刑務所から地域生活を再開)では、平成２８年５
月から当センターへほぼ週５日来訪されるようになる。関わりの中で、さまざ
まな場面での生活力を高める支援や本人の意思を聞き、意欲や希望をより具体
的にしていく働きかけを実施。通院の同行をはじめ、再度覚せい剤や刑務所生
活を繰り返さないよう、日中の居場所として当センターを提供。確かに障がい
内容の違いはあるが、当事者スタッフの存在が本人のエンパワーメントにつな
がる場面は少なくない。またケース⓶として、ケア付き住宅の運営方針が上げ
られる。利用者のニ－ズを中心に置くか？運営利益を中心に置くか？によって
かなり落差が激しいと推察される。一方、常に本人のペースや気持ちの揺れを
視野に入れつつ、就労支援継続Ｂ型や生活介護の見学同行を実施。本人の気持
ちによりそいながら、具体的につなげていくなど当センターの役割は大きい。
同時に現状は、まだまだ障がいを理由に日常的な社会経験を奪われている社会
的環境も多く、本人自身が諦めてしまっているケースも少なくない。特に障が
い福祉サービスの狭間で必要とされるサービス、ことに移動支援や時間数不
足、事業所側の運営方針や人材不足等の数々の難問を抱え、充分に提供できな
いケースも非常に多く、支援者として現状の厳しさに心砕かれる場面も多いこ
とも事実である。今後も障がい当事者目線による、誰もが自分らしい生き方に
近づけられる支援センターでありたい。
 

平成２９年度は、全体的に生活力を高める為の支援が目立った。①知的障がい
の方が週３～４回程度来訪され、ご自身のことも含め家族への不安や不満を話
されることが定着してきた。話されることでご自分の気持ちを整理される支援
を継続的に実施。②浪速区の地域性と関連する覚せい剤累犯の精神障がいの方
の地域生活再開へむけた居宅介護事業所探しとヘルパーとの関係性を調整する
支援を実施。③障がいを理由に生活のあらゆる場面で細かな経験や対人関係を
獲得する機会が奪われてきた事実は非常に大きく、本人のぺースに合わせて自
らの社会経験や生活力を取り戻していく関わりや、ピアカウンセリング等を実
施。本来持っている本人の「力」を信じ、自信を持ってもらえる働きがけを実
施。制度や居宅派遣、日中活動、時間数の拡大へと結びつけることが基本では
あるが、本人の意思や意欲、希望をより具体的にしていく働きかけ、本人のエ
ンパワーメントにつながる活動や支援を行った。一方、相談件数の「その他」
の項目が増えている。その理由は第三者からの相談が多く、大阪市相談実績報
告書の項目に当てはまらない内容で「その他」の項目に記入した為である。平
成３０年度からは、相談内容の振り分け方法が明確化し、改善されると推察す
る。
 

平成29年度

⑴生活介護等の日中活動の場が依然として少ない。
⑵身体障がい者が居住しづらい環境（狭い・エレベーターがない等）
⑶生活保護物件が比較的、多く精神障がい者が多く居住している。市内の就労
系事業所の増設にもかかわらず、実際のニーズは居宅サービス等が中心で、実
際の利用の面ではギャップがある。

⑴生活介護等の日中活動の場が依然として少ない。
⑵身体障がい者が居住しづらい環境（①エントランスや玄関の段差や狭さ　⇒
車椅子を置くスベースがない。自力で車椅子に移動できない。電動車椅子なの
に自分が外出したいと思う時にできない。ヘルパーがいないと外出ができな
い。②エレベーターがない。③浴室はあるが狭くて入浴ができない。シャワー
浴しかできない等）
⑶ 生活保護物件が比較的、多く精神障がい者が多く居住している。
⑷ 市内の就労系事業所の増設にもかかわらず、実際のニーズは居宅サービス
等が中心で、実際の利用の面ではギャップがある。　　　　　　　　　　⑸
居宅訪問介護事業所で障がい者介助派遣を行っている事業所の激減と、ヘル
パーの人材不足が深刻化している。居宅訪問介護の１時間の派遣を依頼しても
断られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑹ 重度訪問介護
を実施している事業所が激減。泊り介助や土日、祝日ロングの派遣可能な事業
所も激減。非常に難しい現状となっている。

３　区における地域課題について

平成28年度 平成29年度区における全般的な課題についての現
状認識及びその解決・改善に向けた提
案・提言など
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－１

事業所名 浪速区障がい者相談支援センター 変更又は改善内容

※記載なし

４－２　一連の自己評価のプロセスを終えて

運営シートについて特に意見はなかった。

出席者からの意見

2017年６月２２日（木）報告日

４－１　区地域自立支援協議会での報告

平成29年度平成28年度

４　自己評価を終えて

施設連絡会とは何かという質問が参加者からから質問があり、社会福祉協議会の担当者から答
弁があった。

就労系事業所の増設と相談支援センターに来るニーズとの間にギャップがあるという報告につ
いて、深堀・分析が必要ではないかという意見が出た。

平成29年度

2018年7月12日（木）

０
相談支援事業所
の概要

１
事業運営全般

２
日々の相談支援
業務

３
区における地域
課題について

平成28年度

12


